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第４章 情報化の施策

２．基本理念実現のための視点

（１）“ひと”を中心とした情報化“ｅ－ひと”づくり                   
だれもがいつでも身近なところで情報化の利便性を享受できるようにデジタル・

デバイド（情報格差）へ配慮した利用環境の整備や、高齢者や障害者にやさしい情報の

提供を行います。また、企業や大学など、産・学・官を通して今後の情報化を担う専門

的な知識・技能を有する創造的な人材の育成を支援します。

１．基本理念

本市の基本構想では、平成２２年度を目標年度とし、将来都市像を『人と自然が笑顔

でつながるまち』と定め、「笑顔」は心の余裕、穏やかさ、健やかさが表情として現れた

ものであると定義しています。２１世紀のまちづくりは、従来にない価値観で、心の

豊かさに焦点をあて、満足感、幸福感の得られるまちであることを目標としています。

情報化により、「人と人とのふれあい」や「地域や自然との関わり」をより豊かにし、

すべての人から笑顔が生まれ、新たなコミュニティの創造により、笑顔と笑顔がつな

がる情報のネットワークを構築するため、基本理念を『情報化でつくる笑顔のネット

ワーク』とします。
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情報化でつくる笑顔のネットワーク情報化でつくる笑顔のネットワーク

いい

（３）快適な“くらし”を支えるネットワーク“ｅ－くらし”づくり   
インターネットを活用した電子申請・届出や電子予約・電子入札など、時間や場所に

制約されない行政サービスの提供により、市民生活や企業活動の向上を支援します。

また、多様化する市民ニーズへの的確な対応と共に行政事務プロセスの見直しや改善

により、簡素・効率化された行政運営を目指します。

いい

（２）笑顔でつながる“まち”の創造“ｅ－まち”づくり                
情報通信ネットワークの活用により、市民・行政・企業の協働によるまちづくりや、

地域コミュニティの充実及び広域的なコミュニティの形成を支援します。また、地域の

文化・福祉・自然保護などのボランティア活動や、地域振興活動を支援するための情報

基盤の整備を推進します。

いい
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そして、すべての人から笑顔が生まれ、新たなコミュニティの創造により、笑顔と

笑顔がつながる情報のネットワークが広がるまちの実現を目指します。
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３．将来像

情報化による市民と行政のまちづくりなど、７つの基本方針の展開を通じて、市民

のだれもが情報化の利便性を享受できる情報環境づくりを推進します。

自 宅

企 業

各種公共施設

公共端末

電子申請・届出

電子予約

暮らしの情報

防災情報

医療・福祉情報

地域産業の情報

電子入札・開札

情報基盤の整備

安全・安心・快適な

暮らしをめざす情報化

支え合い健やかな

生活のための情報化

地域産業・経済の

活性化を促す情報化

情報化の進展を

支える仕組みづくり

市役所

学 校生涯学習

ＩＴ講習

情報化を担う人材の

育成と地域文化の振興

情報化による市民と

行政のまちづくり

電子市役所を

支える行政の高度化

情報教育の充実

行政文書の電子化

市民参加

ホームページの高度化

電子決裁

総合行政ネットワーク

地域公共ネットワーク

行政の電子化

ｅ－ひと

ｅ－まち

ｅ－くらし
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４．情報化施策の体系

市民生活に密着した各分野で、市民サービスの一層の向上を図るため、以下の施策を

推進します。

施策の体系図
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（１）情報化による市民と行政のまちづくり －市民参加・市民自治－    

地方分権の時代に入り、全国均一の自治体運営から、地域の事情を反映した施策に

よる独自の自治体運営が求められる中、市民と行政が同じレベルで判断できるだけの

十分な早さと内容のある情報を積極的に伝えることが求められています。

それらを実現するために、情報通信技術を積極的に活用しながら、膨大な行政の

情報をデジタル化してホームページにわかりやすく掲載し、自宅のパソコンや携帯

電話などから、必要な情報を入手できる環境の整備を図ります。

また、電子メールや電子掲示板を活用し、時間や場所の制約なく行政と市民が共に

考えたり、意見を出し合いながら、まちづくりを進めていく場や、地域の人々や各種

団体間などで市民主体の豊かなコミュニティ活動を促進できる場の整備を図ります

いい

基本理念

情報化でつくる笑顔のネットワーク

基本方針 推進項目

１．情報化による市民と行政のまちづくり

－ 市民参加・市民自治 －

・市政情報の提供促進
・市民参加の機会促進

２．安全・安心・快適な暮らしをめざす情報化

－ 生活・環境 －

・防災総合情報システムの構築
・防犯情報提供システムの充実
・生活環境情報提供の充実
・各種施設の電子予約システムの構築

３．情報化を担う人材の育成と地域文化の振興

－ 教育・文化 －

・小中学校の情報教育の充実
・生涯学習情報提供システムの充実
・図書館ネットワークシステムの充実
・文化財情報のデジタル化

４．支え合い健やかな生活のための情報化

－ 保健・医療・福祉 －

・福祉情報システムの構築
・子育て相談システムの構築
・保健・医療機関情報提供システムの構築

５．地域産業・経済の活性化を促す情報化

－ 地域産業・経済 －

・求人情報提供の支援
・地域産業の情報化支援
・農業情報ネットワークシステムの構築
・消費生活相談の充実

６．電子市役所を支える行政の高度化

－ 行政の情報化 －

・国の情報化指針との連携
・共通的な必要事項への取組
・行政事務の簡素・効率化

７．情報化の進展を支える仕組みづくり

－ 情報基盤の整備 －

・情報通信基盤の整備
・情報化拠点の整備
・市民の情報リテラシーの向上
・職員の情報リテラシーの向上

５．７つの基本方針と推進項目

＜推進項目＞

＜先導的な事業と実現後のイメージ＞

◎市政情報の提供

◎ホームページの高度化

◎市民からの意見・問合せ対応

　の充実

・市政情報の提供促進

・市民参加の機会促進

ほしい情報をほしい時に入手できる
ようになります。

議会や各種委員会などの議事録を
簡単に入手できるようになります。

各種申請書・届出書の様式をホーム
ページから入手できるようになり
ます。

携帯電話からホームページへの
アクセスができるようになります。

電子メールを活用して市政に意見
を反映できるようになります。

電子掲示板で意見交換ができる
ようになります。
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＜推進項目＞

＜先導的な事業と実現後のイメージ＞

・ 防災総合情報システムの構築

・ 防犯情報提供システムの充実

・ 生活環境情報提供の充実

・ 各種施設の電子予約システムの構築

（２）安全・安心・快適な暮らしをめざす情報化  －生活・環境－      

市民生活の基本には安全が第一であり、防災・防犯・環境などの情報を的確に得る

ことにより安心で快適な暮らしにつながります。

防災については、地域の避難場所や防災機材の情報、いざと言う時の行動対処方法

など日頃からの防災意識向上に役立つ情報提供を行うと共に、災害時には被害状況の

把握や避難場所との迅速かつ的確な情報収集と提供が円滑に行えるシステムの整備を

図ります。

防犯については、関係機関との連携などにより安全で安心して生活できる情報提供を

推進します。

環境については、ごみの分別やリサイクルの促進など循環型社会の形成をめざし、

市民一人ひとりが環境に配慮する意識を高められる情報提供と、身近な場所の大気・

水質・土壌などの調査結果を公開し安心して生活できる情報提供を推進します。

さらに、快適な暮らしを支援するため、インターネットなどを活用し、各公共施設の

空き情報の公開や、電子予約システムの整備を図ります。

◎気象情報などの提供

◎防犯情報提供の充実

◎ごみの減量化・資源化の促進

◎環境データの公開

市内および近隣の気象・地震情報
などが容易に入手できるようにな
ります。

災害時に迅速な状況把握や対策状
況の把握ができるようになります。

防犯情報が容易に入手できるよう
になります。

ごみの排出や自然環境に関する
データの入手により、循環型社
会への理解が深まります。

インターネットから施設の予約が
できるようになります。
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（３）情報化を担う人材の育成と地域文化の振興　－教育・文化－      

２１世紀を担う子供たちを育てる教育や子供たち自身は、情報化の進展の流れを

避けて通れなくなっています。コンピュータやインターネットを通じて、自ら学び、

自ら考える力を育成することは、学習のプロセスを豊かなものにするものであります。

また、必要な情報を取捨選択する力を育成することは、ネットワーク社会に対する

モラルを身につけるためにも重要となります。そのため小中学校においては、情報の

発信者・受信者としての資質の向上や、インターネットまたは学校間ネットワークを

利用した、他校生徒・先生や地域との交流など、情報通信技術を活用し情報化社会に

対応できる人材の育成を図ります。

生涯学習については、情報通信技術を活用した講座情報の公開を推進すると共に、

インターネットを利用した各種講座の申し込みにより、市民の利便性向上や新たな

学習機会創出の支援を図ります。

＜推進項目＞

＜先導的な事業と実現後のイメージ＞

◎校内ＬＡＮの整備

◎小中学校のインターネット

　利用環境の整備

◎蔵書一覧のホームページへの

　　公開

◎文化財情報のデジタル化

・ 小中学校の情報教育の充実

・ 生涯学習情報提供システムの充実

・ 図書館ネットワークシステムの充実

・ 文化財情報のデジタル化

児童・生徒が幅広い情報利活用能力
を身につけられるようになります。

学校からの情報発信や学校間の
情報交流の促進されます。

生涯学習の講座がインターネット
から申し込めるようになります。

図書館の蔵書検索や蔵書予約が、
インターネットから手軽にできる
ようになります。

市内の有形・無形文化財をデジ
タル化し保存・継承し、インター
ネットで気軽に楽しむことでき
るようになります。
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（４）支え合い健やかな生活のための情報化　－保健・医療・福祉－    

少子高齢化社会の到来に向け、高齢者、要介護者、児童、障害者などとその家族が

安心できる暮らしを支援するための情報環境を整備します。

さまざまな福祉支援施策や、医療機関などと連携した医療情報などをわかりやすく

提供すると共に、保険証や健康カードのＩＣカード化を検討します。

独居老人世帯には緊急通報システムや、徘徊老人を持つ家族には位置情報システムの

導入などを支援します。

また、高齢者や障害者に対する福祉活動は、地域の住民一人ひとりが担い手であるとの

意識を高め、関係者との連携やボランティア活動を促進すると共に、高齢者や障害者の

社会参加の促進を支援します。

＜推進項目＞

＜先導的な事業と実現後のイメージ＞

◎高齢者・障害者などへの

  情報提供

◎徘徊高齢者家族支援

  サービス

◎保健・医療機関の

  情報提供の充実

・福祉情報システムの構築

・子育て相談システムの構築

・保健・医療機関情報提供システムの構築

各種施設やボランティア団体など
の情報がホームページを通じて
利用できるようになります。

インターネットから保健・医療機関
情報が容易に入手できるようにな
ります。

高齢者が所在不明時にも、家族が
位置情報を入手でき、探すのが容易
になります。

ボランティアに携わる人々が、より
活動しやすい情報環境が整います。

子育てに関して、相談しやすい情報
環境が整います。

（５）地域産業・経済の活性化を促す情報化　－地域産業・経済－      

地域に根ざした産業の情報発信・情報交流を促進することにより、今ある産業を守り

育てると共に、様々な技能を有する人材の発掘や新たな地場産業、地場産品の創出など

地域産業・経済の活性化を支援するための情報環境の整備を図ります。

市の主要産業である農業の発展のため、農業者及び農業団体間の情報交流を促進し、

経営技術の向上を支援します。

また、市内外の企業の求人情報の提供を促進することにより、市民がいつでも働く場の

情報を得られる環境づくりを図ります。

＜推進項目＞

＜先導的な事業と実現後のイメージ＞

◎農業者団体ネットワーク

　の構築

◎市内農産物の販売及び

  ＰＲ促進

◎消費生活相談の充実

・ 求人情報提供の支援

・ 地域産業の情報化支援

・ 農業情報ネットワークシステムの構築

・ 消費生活相談の充実

市内の求人情報をホームページから
手軽に入手できるようになります。

農業をはじめとした、市内の産業
の活性化につながります。

市内の農産物などがインターネット
を通じて、ホームページ上から
販売・購入できるようになります。

より迅速に、消費生活相談が受け
られるようになります。
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（６）電子市役所を支える行政の高度化  －行政の情報化－            

インターネットの総合窓口によるワンストップサービスやノンストップサービスに

よって、いつでも、どこでも、パソコンなどを利用した行政サービスを受けることが

できる電子市役所の実現を目指します。

国が示している情報化指針やアクションプランなどとの連携により、市民から行政へ

の申請・届出手続きの電子化や、ＩＣカードの有効活用、地理情報システムの構築などを

推進します。また、既存の庁内システムと事務処理全般の見直しを行い、行政運営の

簡素・効率化を図ります。

＜推進項目＞

＜先導的な事業と実現後のイメージ＞

◎住民基本台帳ネットワーク

  システムの構築

◎総合行政ネットワーク

  の構築

◎文書管理システムの充実

◎例規集の電子化

・国の情報化指針との連携

・共通的な必要事項への取組

・行政事務の簡素・効率化

インターネットから各種申請・届出
ができるようになります。

市外からも住民票を入手できる
ようになります。

ＩＣカードを利用した様々なサー
ビスが受けられるようになります。

高齢者・障害者などにも分け隔て
のない情報化環境が整います。

行政事務が簡素・効率化され、住民
サービスの向上につながります。
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（７）情報化の進展を支える仕組みづくり  －情報基盤の整備－  　　

高度情報通信ネットワーク社会が進展するにあたり、だれもが格差なく情報化の

利便性を享受できる情報環境の整備を支援します。

利用者である市民一人ひとりが情報化とふれあう機会の創出による情報リテラシー

（情報利活用能力）向上の支援や、情報通信機器の利用方法などについて身近な場所で

相談できる環境を整備します。

また、市内における各家庭や企業における情報通信基盤については、地域的な格差が

広がらないよう、通信事業者によるサービスや技術革新の状況を常に把握し、必要な

措置を検討します。

＜推進項目＞

＜先導的な事業と実現後のイメージ＞

◎情報通信基盤整備の促進

◎身近な場所に公共端末

  の設置

◎ＩＴ講習会の継続実施

◎情報化支援ボランティアの

  組織化

◎職員の情報リテラシーの向上

◎情報化推進員の育成

・情報通信基盤の整備

・情報化拠点の整備

・市民の情報リテラシーの向上

・職員の情報リテラシーの向上

市内の各家庭から、高速大容量の
回線を通じてインターネットに接続
できるようになります。

公民館や学校など、公共施設が高速
大容量の回線で結ばれ、様々なサー
ビスが提供されます。

市の職員が積極的に情報化に取り
組みます。

ＩＴ講習会への参加や、情報化
ボランティアの支援を受けられる
ようになります。

パソコンを持たない人でも、市内
の情報化拠点から自由にインター
ネットにアクセスできるようにな
ります。


